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１．都道府県における医療計画策定にあたっての基本的考え方

○ 医療計画の指針における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制確保に関する記載につ

いての基本的な考え方は、以下としてはどうか。

①医療計画策定にあたっての基本的な考え方

○ 都道府県において、平時から予防計画・医療計画により、感染症発生・まん延時の、地域における医療
機関の役割分担を明らかにしながら、感染症医療提供体制の確保と通常医療提供体制の維持を図る。

・医療計画においては、感染症医療提供体制の確保と、通常医療提供体制の維持について記載する。
（予防計画においては、感染症医療提供体制のほか、検査・保健体制の確保等について記載する。）

・医療計画策定の参考のため、指針において、都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・まん延時における
基本的取組を記載する。

・感染症発生・まん延時における５疾病等の通常医療提供体制の維持については別途、議論・とりまとめが
行われているが、共通となる考え方等は新興感染症発生・まん延時における医療の項目に適宜記載する。

②想定する感染症について

○ 対応する新興感染症は、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基
本とする。

○ 計画の策定にあたっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くことと
し、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に
取り組む。その際、新型コロナ対応において、感染状況のフェーズを設定し対応していることを踏まえ、
フェーズに応じた取組とする。

なお、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、その感染症
の特性に合わせて協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。

論点

対応の方向性（案）
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２．都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・まん延時における基本的取組

【平時からの取組】

○ 都道府県における予防計画・医療計画の策定

○ 都道府県と医療機関との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保

（病床、発熱外来、自宅療養者等に対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具備蓄）

［協定締結の対象となる医療機関：病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション］

○ 感染状況のフェーズに応じた病床の必要数や人材派遣の可能人数の設定など準備体制の構築

○ 専門人材の確保（都道府県による人材育成、医療機関における研修・訓練）

○ 感染症患者受入医療機関と感染症患者以外（通常医療）に対応する医療機関の役割分担

○ 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染症発生・まん延時の取組】

上記の平時からの取組に基づき、感染症発生・まん延時に以下の取組が適確に実施されるよう記載

○ 協定締結医療機関・流行初期確保措置付き協定締結医療機関における協定の履行

○ 感染状況のフェーズに応じた準備体制の迅速かつ確実な稼働（都道府県によるフェーズの設定、

医療機関におけるフェーズに応じた協定の履行、都道府県による協定の履行確保措置の発動、

広域的な人材派遣の実施）

○ 感染症医療と通常医療に対応する医療機関間の連携・役割分担の実施 等

○ 医療計画の指針の柱となる都道府県や医療機関等の平時及び感染症発生・まん延時における基本

的取組については、今般成立した改正感染症法等の内容や、予防計画の記載予定事項との整合、令

和２年12月の医療計画見直し検討会のまとめ（参考資料P.14参照）を踏まえたものとしてはどうか。

論点

記載事項イメージ（案）
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３．医療提供体制整備の数値目標の考え方

主な数値目標（案）
参考とするコロナの実績など

協定の種類 単位 内訳において考慮すべき事項

病床 病床数 ・流行初期医療確保措置
・軽症中等症病床/重症者病床
・特別な配慮が必要な患者
（妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、
がん患者・透析患者、精神疾患を有する
患者、外国人等）

保健・医療提供体制確保計画【別紙１】

病床確保計画【別紙２】

外来医療体制整備計画【別紙３】

自治体・医療機関アンケート調査
（厚労科研）･･･次項

等

発熱外来 医療機関数 ・流行初期医療確保措置
・対応可能患者数

自宅療養者等への医療
の提供

医療機関数
(薬局、訪問看護ス
テーションを含む)

【対象者】・自宅療養者

・宿泊療養施設の療養者

・高齢者施設等の療養者

【方法】・往診･訪問看護

・電話･オンライン診療

・医薬品等対応

（調剤・医薬品等交付・服薬指導等）

後方支援 医療機関数 ・感染症患者以外の患者受入
・症状が回復した患者の転院受入

医療人材 派遣可能人数 ・職種
・県内・県外派遣
・DMAT･DPAT

個人防護具の備蓄 量･医療機関数 ・個人防護具の種類

(注)・数値目標の設定における感染症の想定については、現に対応しており、また、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルスへの対応を念頭にする。
・実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、その感染の特性に合わせて協定の内容を見直し、実際の状況に応じた機動的に対応

○ 新興感染症発生・まん延時における医療提供体制確保に関する数値目標の設定にあたっては、こ
れまで取り組んできた新型コロナウイルス感染症対応の実績を参考としてはどうか。

論点
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（参考）自治体・医療機関アンケート調査（厚労科研）について

令和４年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業

「公衆衛生体制の見直しと新たな体制構築のための政策研究」(研究代表者：岡部信彦)

○ 自治体向けアンケート

対象：都道府県、保健所設置市
実施時期：令和４年10月～（実施中）
調査内容：病床確保、自宅療養者・高齢者施設療養者への医療の確保、後方支援病院の確保、

派遣人材の確保の実績 他

○ 医療機関向けアンケート

対象：新型コロナ重点医療機関
診療・検査医療機関

実施時期：令和４年11月～（実施中）
調査内容：設備・施設整備の実績、次なる感染症を想定して必要と想定される設備・施設整備、

新型コロナ対応における人材確保策、個人防護具等の備蓄の実績 他

○ 予防計画作成について

研究班が実施するアンケート等の概要
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４．今後の進め方

○ 本検討会での議論（特に医療提供体制に係る部分）について、予防計画の基本指針等との整合性を

図りながら議論をまとめ、医療計画の指針等について検討していく。

○ 改正感染症法及び医療法の令和６年４月施行に向けて、令和５年度中に各都道府県で予防計画及び

医療計画を策定する必要があることから、策定準備に間に合うよう、できる限り早く議論のまとめを

行う。
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参 考
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令和３年11月末に「保健・医療提供体制確保計画」（以下「計画」という。）を策定いただいた後、オミクロン株の特性を踏まえた

累次の点検・強化等の取組に基づき、感染の拡大状況に応じた計画的な体制整備を行っていただいてきた。令和４年11月21日付け

事務連絡により、入院体制を中心とした点検・強化のポイントをお示し、各都道府県の計画の改定・12月中の体制構築を依頼。

改定「保健・医療提供体制確保計画」（令和４年12月時点）

▶ 各都道府県において、入院治療が必要な患者が優先的に入院できる体制を強化

・ 冬に向けた救急医療需要の高まり等も踏まえ、重症度やリスク因子など患者の優先度に応じた入院調整・療養体制の考え方を管内保健所・医療機関と共有。

・ 救急医療のひっ迫回避に向けた取組として、休日夜間急患センター・在宅当番医制について、受診に資する情報を各都道府県のHPに掲示、周知に取り組む。

令和４年12月28日

▶ 病床確保計画に基づく新型コロナ病床の全体の確保病床数は引き続き維持

コロナ確保病床 4.6万床確保（令和３年11月末時点） ➡ 最大5.1万床確保（令和４年12月時点）

※ 5.1万床には、臨時の医療施設・入院待機施設の定員約2.3千人分を含む。このほか臨時の医療施設等の最大確保定員は、約2.6千人分（計約4.9千人分）。

▶ 感染拡大期には時機に遅れることなく増床を進めるとともに、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援することにより、当該対応

能力を有する医療機関の増加を引き続き図る

・ 全ての都道府県で、管内の医療機関に新型コロナ感染対策ガイドや感染管理に資する参考資料等の周知を行ったことを確認。

・ 後方支援医療機関を約3.7千機関確保（令和４年４月時点：約3.5千機関）。全ての都道府県で高齢の患者のケアを意識した適切な療養環境の確保のため、発症

早期からの適切なリハビリテーションの提供について、取組事例等の周知を行ったことを確認。

▶ 通常医療との両立強化

・ 各医療機関の院内感染や職員の欠勤状況等を確認の上、実際に使える即応病床の調整や入院調整を実施し、コロナ医療と通常医療の両立を図る取組を確認。

・ 医療ひっ迫時に約2.7千の医療機関から、医師約2.1千人、看護師約４千人を派遣できる体制を確認。
（令和３年11月末時点：約2.3千医療機関 医師約3.2千人 看護師約3.1千人）

▶ 陽性判明後の健康観察について、高齢者・重症化リスクのある者に重点化しているが、特に高齢者施設等の療養者にも医療が行き届く体制とする

・ 健康観察・診療医療機関 約2.3万医療機関（令和４年４月22日時点） ➡ 約2.7万医療機関（令和４年12月時点）

・ 陽性判明後の自宅療養者等のフォローを行う 訪問看護ステーション：約2.8千（令和３年11月末：約1.4千） 薬局：約2.7万（令和３年11月末：約２万）

・ 宿泊療養施設の最大確保居室数は、約6.6万室（令和３年11月末時点：約6.6万室）

▶ 高齢者施設等に対する医療支援の平時からの強化

・ 感染制御・業務継続支援チームに所属している医療従事者・感染管理専門家の人数（チーム数）は、約4.6千（約170チーム）（令和４年４月時点：約3.6千）

・ 往診・派遣に協力する医療機関数は、約６千（令和４年５月時点：約3.2千）

陽性判明から療養先決定までの対応について

入院等の体制について

自宅療養者等及び高齢者医療施設等における療養者の健康観察・診療体制
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　○　改定「保健・医療提供体制確保計画」（令和４年12月時点） 令和４年12月28日公表

令和３年11
月末時点

令和４年12
月時点

令和３年11
月末時点

令和４年12
月時点

令和４年４
月22日時点

令和４年12
月時点

令和４年４
月22日時点

令和４年12
月時点

令和３年11
月末時点

令和４年12
月時点

令和３年11
月末時点

令和４年12
月時点

令和３年11
月末時点

令和４年12
月時点

令和４年４
月22日時点

01 北海道 2,408 124 0 2,028 64 186 ○ 102 88 ○ 12 8 18 5 ー ー 860 766 119 52 1,646 519 2,215 2,500 18 25 285 ー 328 793 24 01 北海道
02 青森県 480 31 0 405 20 30 ○ 21 18 ○ 9 25 24 7 25 19 201 60 5 0 270 26 660 700 9 48 7 1 56 38 1 02 青森県
03 岩手県 460 34 0 400 0 0 ○ 60 60 ○ 21 8 68 25 ー 54 206 189 38 0 210 0 370 370 30 30 3 2 63 156 158 03 岩手県
04 宮城県 612 55 0 511 0 0 ○ 77 72 ○ ー ー ー 13 ー ー 441 441 13 4 429 58 2,090 2,600 79 56 33 1 125 22 18 04 宮城県
05 秋田県 298 16 0 289 0 0 ○ 16 9 ○ 12 11 ー 12 8 ー 200 185 7 12 362 376 415 415 11 23 1 ー 30 269 3 05 秋田県
06 山形県 315 26 30 279 0 30 ○ 17 15 ○ 31 6 46 30 6 37 219 305 11 0 370 266 348 348 6 10 ー ー 16 111 9 06 山形県
07 福島県 846 46 8 799 19 24 ○ 41 38 ○ 62 26 150 ー ー ー 406 399 37 18 324 350 1,224 603 26 150 25 ー 201 62 62 07 福島県
08 茨城県 949 80 0 877 0 14 ○ 67 37 ○ 26 14 25 26 14 25 232 232 5 5 995 995 2,689 2,600 18 37 12 ー 61 28 27 08 茨城県
09 栃木県 687 46 102 533 0 100 ○ 34 21 ○ ー ー ー ー ー ー 278 244 42 26 194 134 1,050 1,065 43 63 31 ー 137 36 33 09 栃木県
10 群馬県 685 37 0 558 6 5 ○ 68 67 ○ 2 1 1 ー ー ー 268 267 0 0 138 50 1,727 1,727 166 162 218 10 400 53 43 10 群馬県
11 埼玉県 2,212 200 130 2,176 46 60 ○ 170 168 ○ 10 3 12 10 3 12 1,770 908 2 14 1,081 300 2,523 2,523 26 29 17 19 61 2 2 11 埼玉県
12 千葉県 1,899 166 224 1,715 13 16 ○ 136 114 ○ 72 140 153 64 175 167 1,431 1,344 221 193 1,030 2,523 1,758 1,390 49 78 5 ー 122 36 34 12 千葉県
13 東京都 7,537 629 972 6,891 430 766 ○ 305 294 ○ 694 421 532 791 1,646 623 3,440 3,170 201 210 1,007 800 8,150 7,966 13 49 5 10 42 378 53 13 東京都
14 神奈川県 2,600 270 0 2,503 0 24 ○ 145 140 ○ 0 0 0 44 27 61 917 911 124 84 1,606 829 1,551 2,076 13 26 35 3 62 52 13 14 神奈川県
15 新潟県 694 112 0 653 20 40 ○ 48 47 ○ 3 3 6 14 14 14 196 150 18 5 447 263 357 340 153 78 2 ー 280 23 27 15 新潟県
16 富山県 573 36 0 571 0 0 ○ 18 18 ○ 0 0 0 0 0 0 101 101 45 0 418 0 510 625 19 29 9 24 23 24 23 16 富山県
17 石川県 523 41 0 475 0 0 ○ 42 40 ○ 48 80 148 38 73 77 204 198 72 0 277 131 630 560 30 63 26 ー 119 108 35 17 石川県
18 福井県 503 24 100 425 0 0 ○ 42 39 ○ 10 2 16 10 2 16 172 156 28 0 188 0 575 316 5 15 5 ー 25 58 55 18 福井県
19 山梨県 444 24 0 376 639 479 ○ 25 24 ○ ー ー ー ー ー ー 229 193 64 0 84 0 969 966 7 23 15 6 28 11 11 19 山梨県
20 長野県 737 43 0 653 0 0 ○ 34 26 ○ 4 1 6 ー ー ー 542 542 0 0 58 51 861 926 ー ー ー 15 24 178 3 20 長野県
21 岐阜県 873 59 0 882 4 24 ○ 30 28 ○ ー ー ー 0 0 0 545 544 51 48 366 361 1,932 1,621 6 10 0 1 13 93 57 21 岐阜県
22 静岡県 833 52 0 825 50 13 ○ 103 104 ○ ー ー ー ー ー ー 592 533 ー 0 770 401 773 954 62 64 65 ー 172 152 117 22 静岡県
23 愛知県 2,540 210 411 2,534 20 20 ○ 187 185 ○ 14 23 91 12 24 81 1,652 1,248 130 101 3,589 3,519 2,737 1,628 12 119 13 ー 26 503 380 23 愛知県
24 三重県 596 56 0 576 10 0 ○ 48 48 ○ 34 138 127 24 25 27 454 401 81 103 485 408 468 375 5 27 4 ー 34 123 8 24 三重県
25 滋賀県 501 52 30 483 0 0 ○ 33 32 ○ 24 31 80 24 31 80 360 321 41 56 373 341 518 677 0 10 7 4 17 304 166 25 滋賀県
26 京都府 1,047 175 110 855 0 0 ○ 65 65 ○ 4 15 30 14 127 321 650 233 145 15 85 39 1,126 1,126 11 35 9 4 43 132 117 26 京都府
27 大阪府 4,853 589 0 3,680 226 1,041 ○ 249 217 ○ 31 140 130 23 156 290 2,964 1,945 260 200 2,012 1,770 9,096 10,000 68 24 18 ー 127 163 114 27 大阪府
28 兵庫県 1,712 142 0 1,417 0 0 ○ 242 241 ○ 701 454 247 487 437 50 701 500 247 30 164 80 1,812 2,411 9 63 ー ー 36 454 454 28 兵庫県
29 奈良県 566 36 0 481 10 10 ○ 49 48 ○ 36 0 85 9 14 28 300 308 ー 0 310 310 969 1,136 12 19 3 ー 33 30 29 29 奈良県
30 和歌山県 636 26 0 790 181 0 ○ 32 26 ○ 10 1 56 7 ー ー 435 318 52 0 207 0 178 201 ー ー 0 ー 17 96 111 30 和歌山県
31 鳥取県 351 47 5 350 0 0 ○ 32 32 ○ 57 73 134 31 31 18 125 125 31 0 187 162 448 364 18 16 10 ー 16 9 8 31 鳥取県
32 島根県 387 28 0 360 0 0 ○ 25 24 ○ 26 3 26 ー ー ー 187 186 60 16 264 134 133 133 24 31 41 ー 91 20 19 32 島根県
33 岡山県 600 67 0 557 0 0 ○ 56 54 ○ 31 22 24 52 68 106 859 484 185 0 703 318 629 507 22 24 0 31 46 3 3 33 岡山県
34 広島県 884 54 39 935 0 0 ○ 123 96 ○ 24 0 72 ー ー ー 421 326 78 77 787 419 1,695 2,397 19 40 7 2 95 126 114 34 広島県
35 山口県 780 47 0 649 60 60 ○ 86 84 ○ 62 50 103 52 19 78 376 277 48 55 453 330 694 930 50 103 24 ー 148 49 57 35 山口県
36 徳島県 286 25 22 260 0 0 ○ 46 46 ○ 53 48 110 53 48 110 386 376 18 13 301 249 454 450 1 12 79 ー 92 304 162 36 徳島県
37 香川県 334 29 20 289 20 0 ○ 33 24 ○ 56 59 33 8 ー ー 140 126 16 16 229 305 474 424 18 25 14 9 24 9 40 37 香川県
38 愛媛県 480 26 10 311 57 57 ○ 79 60 ○ 52 2 120 42 2 98 510 471 51 0 422 255 379 253 19 40 1 ー 54 185 185 38 愛媛県
39 高知県 381 24 0 311 32 22 ○ 7 92 ○ 37 ー ー 37 ー ー 247 240 10 0 282 202 206 385 10 15 3 11 23 149 10 39 高知県
40 福岡県 2,024 217 0 1,482 222 50 ○ 226 226 ○ 8 0 24 ー ー ー 1,000 1,000 47 24 2,015 1,800 2,008 2,234 7 74 0 ー 14 93 96 40 福岡県
41 佐賀県 584 48 50 545 0 0 ○ 39 37 ○ 32 34 116 28 18 83 210 157 8 5 498 496 390 615 17 27 11 ー 58 31 13 41 佐賀県
42 長崎県 681 30 0 561 20 20 ○ 95 97 ○ 36 75 128 35 68 110 267 254 0 0 385 496 646 545 75 128 0 ー 0 61 0 42 長崎県
43 熊本県 1,072 66 0 806 0 0 ○ 123 83 ○ 57 ー 70 22 ー ー 425 408 ー 29 346 172 1,226 1,000 125 131 43 14 49 260 164 43 熊本県
44 大分県 552 43 0 506 254 209 ○ 34 29 ○ 113 68 593 92 124 248 564 549 10 0 11 9 1,460 1,349 3 31 ー ー 34 116 84 44 大分県
45 宮崎県 437 17 0 340 12 0 ○ 67 59 ○ 1 0 1 ー ー ー 83 83 67 9 466 9 512 450 11 23 3 ー 37 63 63 45 宮崎県
46 鹿児島県 708 31 0 711 59 57 ○ 131 135 ○ 119 49 314 100 31 170 283 283 114 0 348 0 1,653 1,757 2 15 ー ー 15 （※３） 5 46 鹿児島県
47 沖縄県 955 61 25 1,031 75 16 ○ 31 27 ○ 26 22 91 17 0 70 66 97 22 16 78 47 2,352 1,412 48 39 11 ー 76 42 10 47 沖縄県

合計 51,115 4,297 2,288 45,644 2,569 3,373 3,739 3,534 2,660 2,056 4,010 2,258 3,216 3,073 27,115 22,554 2,824 1,436 27,270 20,303 65,640 65,950 1,375 2,139 1,100 167 3,593 6,008 3,220 合計
（※１）「ー」については、高齢者施設等から要請があった場合等に都度調整し派遣を実施している。
（※２）岩手県及び広島県について、令和４年５月24日時点での報告を基に、往診・派遣に協力する医療機関数を更新
（※３）高齢者施設等への往診・派遣に協力する医療機関数は延べ1,220機関

都道府県名 都道府県名

陽性判明後
の自宅療養
者等のフォ

ローを行う訪
問看護ステー

ション数

自宅療養者
の治療に関
与する訪問
看護ステー
ション数

陽性判明後
の自宅療養
者等の治療
薬投与等の
フォローを行う

薬局数

自宅療養者
の治療に関
与する薬局

数

宿泊療養施
設の最大確
保居室数

協力医療機
関数

派遣可能医
師数

健康観察・診
療医療機関

数

派遣可能看
護師数

健康観察・診
療医療機関

数

うち
確保病床に
位置付けられ
た臨時の医

療施設・入院
待機施設の

定員数

確保病床に
位置付けられ
ない臨時の医
療施設・入院
待機施設の
最大確保定

員数

確保病床に
位置付けられ
ない臨時の医
療施設・入院
待機施設の
最大確保定

員数

２　医療人材の確保・配置転換を行う仕組みについて

令和３年11月末時点令和４年12月時点令和４年12月時点

発症早期から
の適切なリハ
ビリテーション
の提供につい
て、取組事例
等の周知を
行ったか

後方支援医
療機関数

うち
重症者用病

床数

最大確保病
床数

最大確保病
床数

１　入院等の体制について

協力医療機
関数

派遣可能医
師数

派遣可能看
護師数

管内の医療
機関に新型コ
ロナ感染対策
ガイドや感染
管理に資する
参考資料等
の周知を行っ

たか

後方支援医
療機関数

３　自宅療養者等及び高齢者施設等における療養者の健康観察・診療体制

高齢者施設等に対する医療支援の平時からの強化

感染制御・業務継続支援チームに所属している
医療従事者・感染管理専門家の人数（※１）

令和４年４
月22日時点看護師

チームを組ん
で対応してい
る場合には、

チーム数

高齢者施設
等への往診・
派遣に協力
する医療機

関数

自治体からの
要請があった
場合等に応

じ、
往診・派遣に
協力する医
療機関数

（又はチーム
数）

（※２）

医師 その他

宿泊療養施
設の最大確
保居室数

Administrator
テキストボックス
10
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即応病床

（計画）数

うち重症者

向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症者

向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医療

施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

1,818 91 2,022 106 2,408 124 2,408 124

0 0 0 0 0 0 0 0

371 31 371 31 383 31 383 31 405 31 405 31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 32 372 34 460 34

0 0 0 0 0 0

290 15 316 18 354 20 406 26 484 45 628 55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 1 77 6 101 10 148 13 235 15 298 16 298 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 112 20 162 26 271 26 290 26 320 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

577 28 673 39 774 46 846 46

0 0 8 0 8 0 8 0

100 10 200 20 300 30 400 30 500 50 600 60 1,000 70 1,100 70 1,200 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0

430 21 497 26 740 42 740 42

102 0 102 0 102 0 102 0

253 10 367 17 456 21 685 37 685 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 50 900 90 1,300 130 1,700 170 2,212 200

0 0 0 0 0 0 0 0 130 0

1,079 78 1,737 122 1,882 156

30 0 189 0 224 0

5,229 383 7,537 629 7,537 500

972 0 972 0 972 0

1,000 100 1,300 130 1,700 160 2,200 210 2,600 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

393 50 474 99 616 112 703 112 703 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 12 254 14 500 36 581 36

0 0 0 0 0 0 0 0

195 32 273 33 301 37 402 37 525 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 6 224 13 328 20 503 24 503 24

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0

130 7 189 13 268 19 393 24 444 24 444 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 29 349 33 557 43 599 43 737 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 38 352 45 581 49 695 51 788 51 873 59 873 59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

444 38 538 48 864 52 864 52

0 0 0 0 0 0 0 0

1,108 117 1,690 148 1,948 164 2,540 210

0 0 0 0 0 0 411 0

248 41 386 46 507 50 572 50 608 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 29 286 39 373 44 416 44 501 52

0 0 0 0 30 0 30 0 30 0

834 161 1,047 175 1,047 175

30 0 110 0 110 0

 病床確保計画（確保病床に位置付けられた臨時の医療施設・入院待機施設の定員数を含む）

都道府県名

病床確保計画（一般フェーズ） 病床確保計画（緊急フェーズ）(※2)

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ 緊急フェーズⅢ

移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準

フェーズ5 フェーズ6 緊急フェーズⅠ 緊急フェーズⅡ

01 北海道
フェーズ１の病床使用率が40%を超えた段

階で、地域の感染状況等を踏まえて判断

（原則、三次医療圏毎に運用）

フェーズ２の病床使用率が40%を超えた

段階で、地域の感染状況等を踏まえて

判断（原則、三次医療圏毎に運用）

フェーズ３の病床使用率が80%を超えた段階

で、地域の感染状況等を踏まえて判断（原

則、三次医療圏毎に運用）

02 青森県
感染者の漸増

1週間当たりの新規陽性者21人以上

感染者の急増

1週間当たりの新規陽性者71人以上

療養者数101人以上

爆発的な感染拡大

3週間後の病床使用率が50%以上

03 岩手県
確保病床の使用率が20％を超える日が、

数日続いた日の翌日

爆発的な感染拡大

1週間当たりの新規陽性者701人以上

療養者数1001人以上

病床使用率50%以上

病床使用率70%超

確保病床の使用率が50％を超えた日の翌日

04 宮城県
フェーズ１の病床占有率が５０％を超え

た段階で，病院長等会議を緊急に開催の

上，総合的に判断

フェーズ２の病床占有率が５０％を超

えた段階で，病院長等会議を緊急に開

催の上，総合的に判断

フェーズ３の病床占有率が５０％を

超えた段階で，病院長等会議を緊急

に開催の上，総合的に判断

05 秋田県 県内感染者１名発生 前後フェーズの病床使用率３０％ 前後フェーズの病床使用率３０％ 前後フェーズの病床使用率３０％
前フェーズの病床使用

率３０％

フェーズ４の病床占有率が５０％を

超えた段階で，病院長等会議を緊急

に開催の上，総合的に判断

病院長等会議を緊急に開催の上，総合的に判

断

総合的に判断

06 山形県

・二次医療圏において、患者が１名以上

発生した場合。

・県内で感染経路不明の患者が２名以上

発生した場合。

・患者が増加し、感染症指定医療機関

のみでは対応が困難となることが想定

される場合

・患者が増加し、感染症指定医療機

関とそれを支援する医療機関での受

入調整が困難となることが想定され

る場合。

07 福島県
週当たり新規感染者数2.5人／10万人と

なった日

週当たり新規感染者数5人／10万人と

なった日

患者が急増し、フェーズ４対応医療機関の病

床での受入調整ができないほど病床が逼迫す

ることが想定される場合

患者が急増し、中等症以上の入院が

必要な患者を受入調整できないほど

病床が逼迫することが想定される場

合

週当たり新規感染者数15人／10万人となっ

た日

08 茨城県

(※1)

引上げ時：入院者数が引上げ後の50%が見

込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの５

０％を目安に縮小

引上げ時：入院者数が引上げ後の50%が

見込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの５

０％を目安に縮小

引上げ時：入院者数が引上げ後の

50%が見込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの

５０％を目安に縮小

引下げ時：入院者数が現

フェーズの５０％を目安に縮

小

09 栃木県 病床使用率が20％以上になった日 病床使用率が50％以上になった日

引上げ時：入院者数が引上げ後の

50%が見込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの

５０％を目安に縮小

引上げ時：入院者数が

引上げ後の50%が見込

まれる場合

引下げ時：入院者数が

現フェーズの５０％を

目安に縮小

引上げ時：入院者数が現フェーズの70%が見

込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの５０％を

目安に縮小

引上げ時：入院者数が現フェーズの

70%が見込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの

５０％を目安に縮小

病床使用率が50％以上になった日

10 群馬県 入院患者数100～150人となった日 入院患者数150～200人となった日
入院患者数250～300人以上となった

日

11 埼玉県 病床使用率が50%以上となった２週間後 病床使用率が50%以上となった２週間後
病床使用率が50%以上となった２週

間後

入院患者数250～300人以上となった日

病床使用率が50%以上となった２週間後

12 千葉県
病床稼働率や医療従事者の欠勤状況等を

基に総合的に判断

13 東京都

（※4）

病床使用率が４０％超かつ上昇傾向な

ど、総合的に判断

病床稼働率や医療従事者の欠勤状況等を基に

総合的に判断

病床使用率が４０％超かつ上昇傾向など、総

合的に判断

14 神奈川県
フェーズ１の確保病床の85％を超えるこ

とが想定される３週間前の日

フェーズ２の確保病床の85％を超える

ことが想定される３週間前の日

フェーズ３の確保病床の85％を超え

ることが想定される３週間前の日

15 新潟県

県警報発令から移行

　人口10万人あたり10人以上／週発生

（公表日ベース）かつ

感染経路不明割合30%以上

県さらなる警報発令から移行

　人口10万人あたり25人以上／週発生

（公表日ベース）かつ

感染経路不明割合30%以上

緊急事態宣言発令相当

フェーズ４の確保病床の85％を超えることが

想定される３週間前の日

緊急事態宣言発令相当

16 富山県

入院者数がおおよそ75人以上となった日

から7日後

（人数は目安であり、感染状況等を総合

的に勘案して決定）

入院者数がおおよそ150人以上となった

日から7日後

（人数は目安であり、感染状況等を総

合的に勘案して決定）

18 福井県
入院患者が100人に達した日から概ね5日

以内

入院患者が145人に達した日から概ね5

日以内

入院患者が215人に達した日から概

ね3日以内

17 石川県
フェーズ１の病床使用率が50%を超えた場

合

フェーズ２の病床使用率が50%を超えた

場合

入院者数がおおよそ300人以上となった日か

ら7日後

（人数は目安であり、感染状況等を総合的に

勘案して決定）

入院患者が215人に達した日から概ね3日以

内

フェーズ３の病床使用率が50%を超えた場合
緊急フェーズⅠの病床使用率が50%

を超えた場合

20 長野県
・県内４ブロックのうち、１つでもブ

ロック別確保病床使用率が10％を超える

と見込まれるとき

・全県の確保病床使用率が25％を超

え、かつブロック別確保病床使用率が

３つ以上のブロックで40％を超えると

見込まれるとき

・医療非常事態宣言が発出されたとき

入院患者数240名以上 入院患者数240名以上19 山梨県 入院患者数50名以上 入院患者数80名以上 入院患者数170名以上

確保病床使用率が全県で50％を超える恐れが

あるとき

（※圏域の確保病床が不足する恐れが生じた

とき）

確保病床使用率が全県で70％を超え

る恐れがあるとき（※重症化率が高

い新型コロナウイルスの変異株が流

行した場合など、一般医療を制限し

てでも病床を確保するとき）

21 岐阜県
即応病床に対する病床使用率が３０％を

超えた場合

即応病床に対する病床使用率が３０％

を超えた場合

即応病床に対する病床使用率が３

０％を超えた場合

22 静岡県
確保病床使用率が20％以上となったとき

に、新規感染者数の増加率等を加味し総

合的に判断

確保病床使用率が40％以上となったと

きに、新規感染者数の増加率等を加味

し総合的に判断

即応病床に対する病床使用率が３

０％を超えた場合

即応病床に対する病床

使用率が３０％を超え

た場合

「一般フェーズ4」において、短期間で急激

な感染者数が増加し、受入病床が逼迫するこ

とで、入院が必要な方がただちに入院できな

い状況となった場合

確保病床使用率が40％以上となったときに、

新規感染者数の増加率等を加味し総合的に判

断

23 愛知県

感染拡大時：単日の入院患者６３８人以

上

感染縮小時：７日間平均の入院患者１，

０６４人未満

24 三重県
フェーズ１の病床使用率40％以上となっ

た日から14日後

フェーズ2の病床使用率40％以上となっ

た日から14日後

感染拡大時：単日の入院患者１，０６４人以

上

感染縮小時：７日間平均の入院患者１，７０

３人未満

感染拡大時：単日の入院患者１，７

０３人以上

フェーズ３の病床使用率40％以上となった日

から14日後

緊急フェーズⅠの病床使用率40%以

上かつ重症病床使用率20%以上と

なった日から14日後

25 滋賀県
フェーズ１の病床数の50％程度が利用さ

れた段階で総合的に判断

フェーズ２の病床数の50％程度が利用

された段階で総合的に判断

フェーズ３の病床数の50％程度が利

用された段階で総合的に判断

26 京都府
入院者数、新規入院者数等の状況を見な

がら、専門家の意見も踏まえて総合的に

判断

日々のモニタリングの結果、2週間後に感染

の急拡大が予測される場合等に総合的に判

断。

―

YTITP
テキスト ボックス
【別紙２】

Administrator
テキストボックス
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即応病床

（計画）数

うち重症者

向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）数

うち重症者

向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

即応病床

（計画）

数

うち重症

者向け

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の医療

施設等分

うち臨時の医

療施設等分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

うち臨時の

医療施設等

分

都道府県名

病床確保計画（一般フェーズ） 病床確保計画（緊急フェーズ）(※2)

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ 緊急フェーズⅢ

移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準 移行基準

フェーズ5 フェーズ6 緊急フェーズⅠ 緊急フェーズⅡ

1,700 150 2,230 230 2,660 310 3,360 410 4,930 580 4,930 580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 40 1,000 70 1,200 100 1,400 120 1,712 142 1,712 142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今後の感染

状況を踏ま

えて、決定

今後の感染

状況を踏ま

えて、決定

314 25 566 36 566 36

0 0 0 0 0 0 0 0

176 16 359 17 540 26 636 26 636 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 19 239 30 351 47 351 47

0 0 0 0 5 0 5 0

140 5 167 10 223 16 279 25 387 28 387 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 12 210 21 334 33 611 67 611 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

371 26 424 26 492 33 553 39 814 50 906 52

0 0 19 0 19 0 19 0 39 0 39 0

136 8 280 12 535 23 688 47 788 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 6 152 6 185 16 254 25 286 25 286 25

0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0

148 12 194 16 231 26 315 29 342 29

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

314 5 353 9 447 19 497 26

0 0 0 0 0 0 10 0

112 16 166 16 214 16 245 24 333 24 381 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

380 86 568 108 890 131 1,359 206 2,049 231 2,049 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 3 224 5 415 14 566 40 586 48 586 48

0 0 0 0 26 0 50 0 50 0 50 0

133 11 201 16 363 16 511 30 620 30 681 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

686 51 810 54 950 59 1,086 66

0 0 0 0 0 0 0 0

278 34 288 34 467 42 574 43 574 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 13 382 17 441 17

0 0 0 0 0 0

45 2 237 5 297 11 404 19 495 27 664 32 722 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 12 188 18 316 29 524 40 674 49 794 54 874 54 951 61

0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25 0 25 0

全国計

（※3）
確保病床（計画）数

確保病床（計画）数

（うち臨時の医療施設等分）

確保病床（計画）数

（うち重症者向け）

確保病床（計画）数

（うち重症者向け）

（うち臨時の医療施設等分）

最大確保病床（計画）数 51,630 2,488 4,161 0

（※1）茨城県は病床確保計画の最終フェーズを「フェーズ７」としている。フェーズ７への移行基準、フェーズ７における「即応病床（計画）数」は下記の通り。

うち重症者向け

60

（※2）病床確保計画（緊急フェーズ）は、感染者急増時の緊急的な患者対応方針に基づく計画を指す。

（※3）「即応病床（計画）数」、「即応病床（計画）数（うち臨時の医療施設等分）」、「うち重症者向け即応病床（計画）数」、「うち重症者向け即応病床（計画）数（うち臨時の医療施設等分）」の全国計については、各自治体の一般フェーズ・緊急フェーズにおける各最終フェーズにおける数を合計している。

27 大阪府

（※5）

重症：およそ90人以上（フェーズ１の病

床数150床の60％）

軽症中等症：およそ620人以上（フェーズ

１の病床数1,550床病床数の40％）

重症：およそ161人以上（フェーズ２の

病床数230床の70％）

軽症中等症：およそ800人以上（フェー

ズ２の病床数2,000床の40％）

重症：およそ217人以上（フェーズ

３の病床数310床の70％）

軽症中等症：およそ940人以上

（フェーズ３の病床数2,350床の

40％）

28 兵庫県 病床利用率10％以上 病床利用率30％以上 病床利用率50％以上 感染状況等を踏まえ総合的に判断

重症：およそ287人以上（フェーズ

４の病床数410床の70％）

軽症中等症：

フェーズ５の緊急避難的確保病床を

除く3,650床運用要請：およそ1,475

人以上（フェーズ４の病床数2,950

床の50％）

緊急避難的確保病床運用要請：およ

そ2,190人以上（フェーズ5の病床数

3,650床の60％）

重症：およそ287人以上（フェーズ４の病床

数410床の70％）

軽症中等症：

フェーズ５の緊急避難的確保病床を除く

3,650床運用要請：およそ1,475人以上

（フェーズ４の病床数2,950床の50％）

緊急避難的確保病床運用要請：およそ2,190

人以上（フェーズ5の病床数3,650床の60％）

感染状況等を踏まえ総合的に判断

29 奈良県
上り：病床使用率50％を１つの目安とし

て、感染状況を踏まえて決定

下り：感染状況を踏まえて、今後検討

下り：感染状況を踏まえて、今後検討

30 和歌山県 国内外の状況を総合的に判断
基準日（週当たり新規感染者数630人

/10万人）等、総合的に判断

基準日（週当たり新規感染者数1170

人/10万人）等、総合的に判断

感染者が増え、救急搬送の受入先が見つから

ないような状況が発生した時

基準日（週当たり新規感染者数1170人/10万

人）等、総合的に判断

31 鳥取県
入院患者数がフェーズ１の即応病床数の4

割に達する日

入院患者数がフェーズ２の即応病床数

の4割に達する日

32 島根県
入院患者総数が30人となった日若しくは

重症者が3人となった日
入院患者総数が50人となった日 入院患者総数が100人となった日

入院患者総数が100人を超えフェー

ズ4に入ってもまだ、大規模なクラ

スターの発生等、患者の増加が見込

まれ、総合的な観点から病床確保が

必要と判断した日

感染状況を総合的に判断して対応

入院患者総数が100人を超え一般フェーズ4

に入ってもまだ、大規模なクラスターの発生

等、患者の増加が見込まれ、総合的な観点か

ら病床確保が必要と判断した日

33 岡山県
直近１週間における新規感染者数が10万

人当たり2.5人を超えたとき
稼働病床が100床を超えたとき 稼働病床が200床を超えたとき

34 広島県 新規感染者が継続的に発生
直近７日間の10万人当たり新規感染者

数4人以上

直近７日間の10万人当たり新規感染

者数15人以上

稼働病床が200床を超えたとき

直近７日間の10万人当たり新規感染者数25

人以上

直近７日間の10万人当たり新規感染

者数50人以上

35 山口県 陽性者数の増減状況等を総合的に判断 陽性者数の増減状況等を総合的に判断
陽性者数の増減状況等を総合的に判

断

36 徳島県 入院患者数が20人となった日 入院患者数が70人となった日 入院患者数が120人となった日 入院患者数が180人となった日

陽性者数の増減状況等を総合的に判断

入院患者数が180人となった日

37 香川県 確保病床使用率が20％を超える段階 確保病床使用率が35％を超える段階 確保病床使用率が50％を超える段階

38 愛媛県

①週当たり新規陽性者数34人（2.5人/10

万人）に到達した場合

②入院患者数が一般フェーズ最大確保病

床の10％（45人）に到達した場合

※陽性者の増加傾向等の状況を踏まえ、

総合的に判断する。

①週当たり新規陽性者数101人（7.5人

/10万人）に到達した場合

②入院患者数が一般フェーズ最大確保

病床の20％（89人）に到達した場合

※陽性者の増加傾向等の状況を踏ま

え、総合的に判断する。

確保病床使用率が80％を超える段階

入院患者数が一般フェーズ最大確保病床の

50％（224人）に到達した場合

※陽性者の増加傾向等の状況を踏まえ、総合

的に判断する。

39 高知県 ﾌｪｰｽﾞ１の病床数の10％が利用された段階
ﾌｪｰｽﾞ２の病床数の20％が利用された段

階

ﾌｪｰｽﾞ３の病床数の35％が利用され

た段階

40 福岡県

入院者数100人以上

※入院者数に加え、感染状況や医療の

ひっ迫度、緊急事態措置等の実施状況等

を踏まえて総合的に判断。

入院者数160人以上

※入院者数に加え、感染状況や医療の

ひっ迫度、緊急事態措置等の実施状況

等を踏まえて総合的に判断。

入院者数240人以上

※入院者数に加え、感染状況や医療

のひっ迫度、緊急事態措置等の実施

状況等を踏まえて総合的に判断。

入院者数660人以上

※入院者数に加え、感染状況や医療

のひっ迫度、緊急事態措置等の実施

状況等を踏まえて総合的に判断。

ﾌｪｰｽﾞ4の病床数の45％が利用された

段階
ﾌｪｰｽﾞ5の病床数の60％が利用された段階

－

41 佐賀県 入院患者数が25人となったとき 入院患者数が50人となったとき 入院患者数が90人となったとき

42 長崎県
フェーズ１の即応病床の3分の1以上を使

用した段階で、総合的に判断

フェーズ２の即応病床の3分の1以上を

使用した段階で、総合的に判断

フェーズ３の即応病床の3分の1以上

を使用した段階で、総合的に判断

入院患者数が130人となったとき 入院患者数が130人となったとき

フェーズ４の即応病床の3分の1以上を使用し

た段階で、総合的に判断

フェーズ４の即応病床の3分の1以上

を使用した段階で、総合的に判断

43 熊本県

以下のいずれかに該当した場合

① 即応病床使用率が２５％を上回る状況

が続く場合

② その他、高齢者施設でのクラスター発

生等により体制移行が必要となる場合

44 大分県

・重症者用病床使用率10％以上・病床使

用率10％以上・感染経路不明者割合30％

以上になったとき（他の各指標の状況を

踏まえ、総合的に判断）

・重症者用病床使用率20％以上・病床

使用率20％以上・感染経路不明者割合

50％以上になったとき（他の各指標の

状況を踏まえ、総合的に判断）

・重症者用病床使用率50％以上・病

床使用率50％以上・感染経路不明者

割合50％以上になったとき（他の各

指標の状況を踏まえ、総合的に判

断）

即応＋準備病床使用率が６０％を上回る状況

が続く場合

即応＋準備病床＋緊急時確保病床使

用率が７０％を上回る状況が続く場

合

・重症者用病床使用率50％以上・病床使用率

50％以上・感染経路不明者割合50％以上に

なったとき（他の各指標の状況を踏まえ、総

合的に判断）

45 宮崎県
新規感染者や入院患者の状況等を踏ま

え、総合的に判断

46 鹿児島県

一般フェーズ１の即応病床に対する病床

使用率が７０％以上に達した場合

ただし，医療圏での病床使用率が50％を

目途に医療機関毎にフェーズ移行を実施

一般フェーズ２の即応病床に対する病

床使用率が７０％以上に達した場合

一般フェーズ３の即応病床に対する

病床使用率が７０％以上に達した場

合

一般フェーズ４の即応病床に対する

病床使用率が７０％以上に達した場

合

新規感染者や入院患者の状況等を踏まえ、総

合的に判断

一般フェーズ５の即応病床に対する病床使用

率が６０％以上に達した場合

ただし，医療圏での病床使用率が50％を目途

に医療機関毎にフェーズ移行を実施

緊急フェーズⅠの病床使用率が７

０％以上に達した場合

47 沖縄県 入院患者が10人を超えたとき 入院患者が23人を超えたとき 入院患者が150人を超えたとき 入院患者が720人を超えたとき

病床確保計画

（一般フェーズ）
46,612 1,632 4,004 0

病床確保計画

（緊急フェーズ）

最大確保病床（計画）数

（うち臨時の医療施設等

分）

最大確保病床（計画）数

（うち重症者向け）

最大確保病床（計画）数

（うち重症者向け）

（うち臨時の医療施設等分）

入院患者が200人を超えたとき 入院患者が500人を超えたとき 入院患者が630人を超えたとき

（※4）東京都の重症者向け病床数はオミクロン株の特性を踏まえた東京都基準（特定集中治療室管理料又は救命救急入院料を算定する病床及び人工呼吸器又は体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）による管理が必要な患者用の病床又はハイフローセラピーを実施する患者用の病床）により集計したものであり、国基準（集中治療室（ICU）・ハイケアユニット（HCU）等での管理、人工呼吸器又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な患者用の病床）により集計した東京都の重症者向け病床数は一般フェーズにおける最終フェー

ズ及び緊急フェーズにおける

         最終フェーズにおいて1,114床となる（その場合、一般フェーズにおける最終フェーズの重症者向け確保病床数は全国合計で4,489床、緊急フェーズにおける最終フェーズの重症者向け確保予定病床数は全国合計で4,646 床となる）。

（※5）大阪府の重症者向け病床数は大阪府基準により集計したもの。またフェーズ５、及び緊急フェーズⅠの即応病床（計画）数は、重症病床がフェーズ３以下である想定で軽症中等症病床に積み増した病床を含むため、最大運用可能病床数とは異なる。

フェーズ7への移行基準 フェーズ7における即応病床（計画）数 うち臨時の医療施設等分 うち臨時の医療施設等分

引上げ時：入院者数が現フェーズの70%が見込まれる場合

引下げ時：入院者数が現フェーズの５０％を目安に縮小
700 0 0

Administrator
テキストボックス
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新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた外来医療体制等の強化について

○ 同時流行下、ピーク時には１日75万人規模の患者が生じた場合でも、限りある医療資源の中で重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するため、

10月17日、都道府県等に対し「外来医療体制整備計画」（以下、計画）の策定を求める事務連絡を発出。

○ 各都道府県において、11月14日までの１か月間に、地域の医師会等と協議の上、①ピーク時の患者数、外来の受診見込者数等を推計するとともに、

②診療・検査医療機関（いわゆる発熱外来）等の診療能力（１日当たり診療可能人数）を把握し、①と②の比較検討を踏まえた外来医療体制の強化、

健康フォローアップセンター（以下、健康FUC）の体制の強化を計画。今般、これらの計画を基に、国において取りまとめ、公表するもの。

東京都：今後の感染状況に応じて、臨時オンライン発熱診療センターを開設予定。対象者を重症化リスクの低い方に限定し、診療から薬の受取まで対応。

大阪府：24時間対応可能なオンライン診療・往診センターの運用を既に開始。患者の希望に応じて、オンライン診療や往診をコーディネート。

Ⅰ．診療・検査医療機関をはじめとする外来医療体制の整備

＜需要の推計＞各都道府県において、ピーク時の１日当たり患者数等を推計。

＜供給の強化＞上記の推計と、各都道府県が調査等により把握した管内の診療能力

（１日当たり診療可能人数）を比較検討。従前から強化を続けてきた外来医療体制

について、年末年始も見据え、土日祝日を含め、一段と強化。

➢ 重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦）・小学生以下の

子どもに適切な医療を提供するため、外来医療体制を一段と強化。

○今冬における１日当たりの最大登録人数

（計画策定前の対応能力→計画に基づく体制整備後の対応能力）

Ⅱ．健康フォローアップセンターの体制の整備等

➢ 重症化リスクの低い方が安心して自宅療養をできるようにするため

に必要な環境を整備。

＋１１万人 /日

２０万人/日８万人/日

・登録内容の確認等に従事するスタッフ（医師、看護師、事務職等）の

増強等により体制を強化。（31都道府県）

※体調悪化時等の相談対応についても、相談対応スタッフ（医師、看護師等）や電話回線の増強

等により、21の都道府県にて体制を強化。

患者数
（新型コロナ、季節性インフル）

健康FUCへの
登録見込者数

発熱外来等
受診見込者数

８１万人（45万人、37万人） ７万人注１・２） ７５万人注１）

管内の診療能力 強化分 最大診療能力

全 体 ７６万人 ＋１３万人注３） ９０万人

発熱外来等の強化 ７６万人 ＋１１万人注４） ８７万人

自治体が関与・要請
する電話・オンライン
診療の強化

０．６万人 ＋１．８万人注５） ２．３万人

土 曜 日 ４５万人 ＋１１万人 ５５万人

日曜祝日 １２万人 ＋１１万人 ２３万人

注１）各都道府県独自の推計が含まれるため、健康FUCへの登録見込者数＋発熱外来等受診見込者数と患者数は一致しない

注２）都道府県が推計した、基礎疾患を有する者及び妊婦を除く、中学生から64歳の新型コロナ患者の約23％

※平日、土日祝日で殆ど差は無い

電話・オンライン診療体制整備の例

＜外来医療体制の強化分の内容＞

注３）多くの地域において、対面診療の更なる強化を図る一方、大都市部においては、
併せてオンライン診療の強化を図るなど、地域の医療資源等の実情に応じて様々な
対応を組み合わせ。

注４）各都道府県において、診療時間の拡大（42地域）、箇所数の増加（33地域）、
かかりつけ患者以外への対応（16地域）等を組み合わせ。このほか、地域の医療関
係者の協力を得て、地域外来・検査センターを強化（16地域）。
診療・検査医療機関の箇所数は、計画に基づき更なる増加が図られ、今夏のピー

ク時（39,915：８月24日時点）と比べて、1,500程度の増加が見込まれる。なお、
直近の箇所数は41,384（11月30日時点）である。

注５）大都市部中心に14地域（８地域増加）において、外来のひっ迫時に備えて対面
診療を補完する体制を強化。なお、自治体の関与・要請の有無に関わらず、今夏の
ピーク時の電話・オンライン診療の件数は８月の180万件（１日当たり６万件）。

※端数処理の影響で内訳の計が一致しない場合がある

【別紙３】

R4.12.2
公表
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